
重要事項説明書 
 

あなたに対する訪問看護サービス提供の開始にあたり、厚生労働省令第３８号

第４条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者及びご利用の事業所 

事業所の名称        ＴＡＯＫＡ訪問看護ステーション 蕾 

事業所の所在地 徳島市城東町２丁目７番１２号 

法 人 種 別        社会医療法人 

指 定 年 月 日        平成２０年８月１日 

指定事業所番号 ３６６０１９０３６８  

管 理 者 名        所長  中 道 千 晴 

電 話 番 号        （０８８）６７７－５８３２ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号        （０８８）６７７－５８３３ 

 

２．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的  
家庭での療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るとともに

その生活の質の確保を図ることを目的とする。 

運 営 の 方 針  

利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。 

事業の実施に当たっては、人員の確保、教育指導に努め、利用者

様個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携のもと

総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３．事業所の職員体制                                   

職 種 員 数 勤 務 の 体 制  

看 護 師 １０人 
常勤  ８人 

非常勤  ２人 （常勤換算数  １.６人） 

作 業 療 法 士  ２人 常勤   ２人 

 



４．職員の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 休 暇 

管 理 者 
午前 ８時３０分から午後 ５時１５分まで 

          常勤・兼務で１名勤務 
４週８休 

看 護 師 
午前 ８時３０分から午後 ５時１５分まで 

常勤・専従及び非常勤・専従で１名以上勤務 
〃 

 

５．営業時間 

営 業 日 
月曜日～土曜日 

 ※日・祝日を除く。但し、必要時は応相談。 

営 業 時 間 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分まで 

 

６．苦情申立窓口 

ご利用者 

ご相談窓口 

平 日 

利用時間 午前８時３０分～午後５時 

電話番号 （０８８）６７７－５８３２ 

面接場所 TAOKA訪問看護ステーション 蕾 

日・祝 

利用時間 午前９時～午後５時 

電話番号 （０８８）６２２－５５５６ 

面接場所 社会医療法人養生園 TAOKAこころの医療センター内 

徳島市健康福祉部

高齢介護課 
平  日 

電話番号（０８８）６２１－５５８５ 

面接場所 徳島市幸町２丁目５番地 

徳島県国民健康 

保険団体連合会 
平  日 

電話番号（０８８）６６６－０１１７ 

面接場所 徳島市川内町平石若松７８-１ 

 

７．事故発生時の対応 

 

 

 事故発生 

 

 

 

 

 

 担 当 者 

 

 

 

 

 

 所  長 

 

 

 

 

 

 理 事 長 

 

 

万が一、事故が発生した場合には「事故報告書」にて遅滞なくその旨を上司に

報告対処し、二度と同じ事を繰り返さないよう反省、改良します。 

 

 

 



８．緊急時の対応方法 

利用者の主治医又は、事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従

います。また、緊急連絡先に連絡いたします。 

 

① 利用者の主治医 

②協力医療機関 

氏 名  

医療機関の名称 TAOKAこころの医療センター 

所 在 地 徳島市城東町２丁目７番地９ 

電 話 番 号 (０８８)６２２－５５５６ 

名 称 社会医療法人 養生園 TAOKAこころの医療センター 

院 長 名 住谷 さつき 

所 在 地 徳島市城東町2丁目７－９ 

電 話 番 号 （０８８）６２２－５５５６ 

診 療 科 精神科・神経科・心療内科・内科 

入 院 設 備 有 

救急指定の有無 有 

契 約 の 概 要 状況により入院受入可能 

名 称 医療法人倚山会 田岡病院 

院 長 名 吉岡 一夫 

所 在 地 徳島市万代町４丁目２番地２ 

電 話 番 号 （０８８）６２２－７７８８ 

診 療 科 
内科・外科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科・呼吸器

外科・呼吸器内科・胃腸外科・胃腸内科・循環器内科・救急科など 

入 院 設 備 有（１９９床） 

救急指定の有無 有 

契 約 の 概 要 ３６５日２４時間救急対応可能 



管理者 中道千晴 

９.虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとお

り、必要な措置を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

② 虐待防止に関する責任者    

③ 成年後見制度の利用を支援します。 

④ 苦情解決体制を整備しています。 

⑤ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑥ 介護相談員等を受入れます。 

⑦ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかにこれを市町村に通報します。 

１０． 感染症対策  

① 看護職員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設 

備及び備品等の衛生的な管理に努めます。  

② 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業 

者に対し 感染症等に関する基礎知識の習得に努めます。 

 ③ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会

を概ね６ヶ月に 1 回以上開催し、全従業者に周知徹底を図ります。  

④ 当事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備していま

す。  

⑤ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研 

修及び訓練を 定期的に行っています。 

 

１１．業務継続計画（BCP） 

 ① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの

提供を継続的に実施 するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」と いう。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な事項を記録します。  

② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施します。 

  ③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行います。 

  ④ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、看護師等の移動や業務上安

全 確保が困難と判断した場合は、サービス提供時間の変更や中止とさせて

頂くことがあります。 


